
《お問い合わせ先》
イムス東京葛飾総合病院 総務課 北村・丹治

TEL：03-5670-9904(総務課直通)
mail：jinji.tkh@ims.gr.jp

奨学金制度 説明会実施のご案内
看護師養成施設に入学予定または在学する学生で、卒業後にイムス東京葛飾総合病院への入職を希望さ

れる方（東京都奨学金の貸与を受けている方は除く）が対象の奨学金制度についての説明会を開催致しま
す。ご興味のある方は事前申込となります。下記連絡先までお問合せください。

●日程
①2021/２/8（月）、②2021/2/9（火）、③ 2021/2/13（土）
受付：10：50～ 説明会：11:00～12:00

●場所
イムス東京葛飾総合病院 4階
〒124-0025東京都葛飾区西新小岩4丁目18番1号

●貸与までの手順

※返済の猶予・免除について
常勤看護師として当院で勤務した場合、奨学金の返済は猶予されます。
さらに勤務期間が奨学金を受けた期間と同期間で返済は免除されます。

ただし、次のケースでは返済義務が生じます。
【在学中】
・成績不良、業務不良、心身の故障、その他の原因で修学継続不能と認められた時。
・中途退学した場合。
・その他、奨学金規定の目的を達成する見込みがなくなった時。

【卒業後】
1年以内に看護師免許を取得できなかった場合

【当院在職中】
返済猶予期間に退職する場合
以上のようなケースについては、奨学金規定に基づき、ご返済いただきます。

奨学金を希望する方は、お申込みの上、後日面接をお受けいただきます。
※未成年の方は親権者や保証人(連帯保証人)の面接への同席、契約保証が必要となります。

対象者
看護師養成施設に入学予定または在学する学生で、卒業後にイムス東京葛飾総合病
院への入職を希望される方（東京都奨学金の貸与を受けている方は除く）

金額 年額６００，０００円 × 在学年数

方法 銀行振込（4月・10月)

期間 在学期間

返済の免除
貸与した貸付金は、看護師養成施設を卒業して資格を取得後、貸与した期間と
同期間をイムス東京葛飾総合病院で勤務した場合に全額返済が免除されます。

お申込み期日：2021年2月4日17時30分まで


